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福島県会津坂下町議会 

 



 

 

令和 2 年第 6 回会津坂下町議会臨時会会議録 

 

 令和２年１１月２７日から令和２年１１月２７日まで第６回臨時会が町役場議場に招集さ

れた。 

 

  令和２年１１月２７日 午前１０時００分 

 

１．応招議員（１４名） 

   １番 目 黒 克 博   ２番 蓮 沼 文 明   ３番 物 江 政 博 

   ４番 赤 城 大 地   ５番 横 山 智 代   ６番 渡 部 正 司 

   ７番 小 畑 博 司   ８番 佐 藤 宗 太   ９番 山 口   享 

  １０番 渡 部 順 子  １１番 五十嵐 一 夫  １２番 酒 井 育 子 

  １３番  青 木 美貴子  １４番 水 野 孝 一  

 

２．不応招議員（０名） 

   

３．出席議員は応招議員と同じ。 

 

４．欠席議員は不応招議員と同じ。 

 

５．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

   議会事務局長  佐 藤 仁 一     書    記  川 田 良 子 

   書    記  橋 本 吉 嗣 

  

６．地方自治法第１２１条の規定により説明のため議場に出席した者の職氏名 

   町    長  齋  藤  文  英         副   町   長    日 下   亮 

   教 育 長  鈴 木 茂 雄     会計管理者  五十嵐 吉 雄 

   総 務 課 長  大 島 光 昭     政策財務課長  佐 藤 銀四郎 

   生 活 課 長  村 山 隆 之     建 設 課 長  板 橋 正 良 

   産 業 課 長  佐 藤 暢一郎     教 育 課 長  上 谷 圭 一 

   子ども課長  佐 藤 美千代     監 査 委 員  仙 波 利 郎 
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◎開会及び開議の宣告 

（開会 午前１０時００分） 

◎議長（水野孝一君） 

皆さん、おはようございます。 

只今の出席議員は、１４名であります。定足数に達しておりますので、これより令和２

年第６回会津坂下町議会臨時会を開会いたします。 

ただちに、本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元にお配りした議事日程の

とおりであります。 

 

◎会議録署名議員の指名 

 

◎議長（水野孝一君） 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員として３番物江政博君、

４番赤城大地君のお二人を指名いたします。 

 

◎会期の決定 

 

◎議長（水野孝一君） 

日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

お諮りいたします。 

第６回臨時会の会期は、本日１日としたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

◎議長（水野孝一君） 

ご異議ないものと認めます。よって、本臨時会は、本日１日と決定しました。 

 

◎町長あいさつ 

 

◎議長（水野孝一君） 

町長より挨拶の申し出がありますので、これを許可したします。 

 

◎町長（齋藤文英君） 

  議長、町長。 

 

◎議長（水野孝一君） 

  齋藤町長。 

 

◎町長（齋藤文英君） 

  みなさんおはようございます。本日ここに、令和２年第６回臨時会を招集いたしました

ところ、議員の皆様方におかれましては、公私ともにご多忙のところご出席を賜り、厚く

御礼申し上げます。 
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本日ご提案申し上げる案件は、今年度の福島県人事委員会勧告に準じ、職員の給与改定

を実施することに伴う「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」及び、その人件

費にかかる「令和２年度会津坂下町一般会計補正予算（第８号）」ほか特別会計補正予算、

計８件のご提案となります。 

この案件につきましては、印刷物によりお手元に差し上げたとおりでありますが、なに

とぞ慎重なるご審議のうえ、原案のとおり承認賜りますようお願い申しあげまして、私の

あいさつといたします。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

◎議案第９０号から議案第９７号までの一括上程説明 

 

◎議長（水野孝一君） 

  日程第３、議案第９０号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」から議案第

９７号「令和２年度会津坂下町水道事業会計補正予算（第２号）」までの８件を一括議題と

いたします。 

一括議題とした議案の件名を職員に朗読させます。 

 

◎書記（橋本吉嗣君） 

  議案第９０号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

  議案第９１号 令和２年度会津坂下町一般会計補正予算（第８号） 

  議案第９２号 令和２年度会津坂下町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

  議案第９３号 令和２年度会津坂下町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

  議案第９４号 令和２年度会津坂下町下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

  議案第９５号 令和２年度会津坂下町坂下東第一地区土地区画整理事業特別会計補正予

算（第３号） 

  議案第９６号 令和２年度会津坂下町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号） 

  議案第９７号 令和２年度会津坂下町水道事業会計補正予算（第２号） 

 

◎議長（水野孝一君） 

  これより、一括議題とした議案について順次説明を求めます。 

  まず、議案第９０号について説明願います。 

 

◎総務課長（大島光昭君） 

  議長、総務課長。 

 

◎議長（水野孝一君） 

  大島総務課長。 

 

◎総務課長（大島光昭君） 

  おはようございます。 

  議案 第９０号「職員の給与に関する条例 の一部を改正する条例」について、ご説明

を申し上げます。 

今回の改正は、「福島県人事委員会の勧告」に基づきまして、町条例を改正したいと、す
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るものであります。 

勧告の内容は、期末・勤勉手当について、昨年８月から、本年７月までの 直近１年間

の、民間の支給割合が、職員の期末・勤勉手当を ０．０４月下回る結果となったことか

ら、令和２年度の期末手当を１２月期支給分を０．０５月引き下げ、１．２２５月とし、

再任用職員についても０．０５月引き下げ、０．６５月とするものであります。 

令和３年度以降につきましては、引き下げた、期末手当の年間支給割合を変更せずに、

６月期と１２月期の支給割合を、均等とする内容であります。 

なお、月例給につきましては、本年４月分として支給された、職員給与と、民間給与を

調査した結果、職員の給与が、民間給与を０．０２％下回ったものの、較差が小さく、給

料表等の適切な改定を、行うには、十分でないことを考慮し、改定をしない、となったと

ころであります。以上のことから、県に準拠しまして、期末手当の支給月数を改めること

と、するものであります。 

この「一部を 改正する条例」は、第 1 条と、第 2 条により、条建てにより、改正をし

たいと、いうものであります。 

詳細につきましては、資料の「新旧対照表」により、ご説明を申し上げますので、新旧

対照表の 1ページ、第 1条 参考資料をご覧下さい。右の「旧」が改正前、左の「新」が、

改正後でありまして、下線部分が、改正箇所であります。 

第２０条 第２項中、「１００分の１２７．５」を、「１００分の１２２．５」に改め、

同条 第３項中、「１００分の１２７．５」を、「１００分の１２２．５」に、「１００分の

７０」を、「１００分の６５」に改めます。 

次に、第２条 参考資料の「新旧対照表」をご覧ください。裏面になります。 

第２０条 第２項中、「１００分の１２２．５」を、「１００分の１２５」に改め、同条 第

３項中、「１００分の１２２．５」を、「１００分の１２５」に、「１００分の６５」を、「１

００分の６７．５」に、改めるものであります。 

次に、議案に戻っていただきまして、附則として、この条例は、令和２年１２月１日か

ら、施行したい、とするものであります。 

ただし、第２条の規定は、令和３年４月１日から、施行したいとするものであります。   

説明は、以上であります。 

 

◎議長（水野孝一君） 

  次に、議案第９１号について説明願います。 

 

◎政策財務課長（佐藤銀四郎君） 

  議長、政策財務課長。 

 

◎議長（水野孝一君） 

  佐藤政策財務課長。 

 

◎政策財務課長（佐藤銀四郎君） 

  議案第９１号 令和２年度会津坂下町一般会計補正予算（第８号）について説明申し上げ

ます。 

今回の補正予算は、福島県人事委員会勧告に準拠した人件費の補正となります。 

今年度の県人事委員会勧告の内容は、職種別民間給与実態調査の結果、民間事業所と０．
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０４月分の格差があったため、期末手当を０．０５月分引下げ、年間支給月数を４．４０

月分とするものです。 

本町におきましては、期末手当の支給を受ける者のうち、会計年度任用職員を除く、職

員１６６名が該当し、共済費を含め一般会計で４７５万円の減額、特別会計への繰出金を

含め５１４万６千円の減額を計上したものです。 

それでは、補正予算書により説明いたします。 

第１条につきましては、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるとするものです。 

１ページをご覧ください。 

第１表 歳入歳出予算補正につきましては、事項別明細書によりご説明いたします。 

次ページをご覧ください。事項別明細についてご説明申し上げます。 

１ページ総括 歳出につきましては、１款議会費から１３款予備費まで、補正額は歳出科

目間の調整によるものであり、補正額は０円となり、予算総額に変更はありません。 

財源内訳につきましても、一般財源の中での調整となりますので、増減はございません。 

  ２ページをご覧ください。２歳出についてご説明いたします。 

１款１項１目 議会費の４万１千円の減は職員２名分の期末手当の減額であります。 

２款１項１目 一般管理費の３節職員手当等５０万６千円の減は職員２９名分の期末手当

の減額で、４節共済費２３３万３千円の減は、期末手当の減額に伴う、共済組合負担金の

減額分を計上したものです。 

次に５目 財務管理費 補正額５００万円の増は、今回の補正により生じる財源のうち

５００万円を財政調整基金へ積み立てるものです。 

この積立をもって、今年度の財政調整基金積立額は１億４，８３１万７千円となり、年

度末残高は４億３，７０５万４千円となる予定であります。 

２款２項１目 税務総務費の１８万５千円の減は職員１０名分の期末手当の減額であり

ます。 

３ページをご覧ください。 

２款３項１目 戸籍住民基本台帳費の５万７千円の減は職員４名分の期末手当の減額であ

ります。 

２款４項１目 選挙管理委員会費の２万円の減は職員１名分の期末手当の減額であります。 

２款５項１目 統計調査総務費の１万３千円の減は職員１名分の期末手当の減額でありま

す。 

４ページをご覧ください。 

３款１項１目 社会福祉総務費の３節職員手当等の１０万５千円の減は職員６名分の期末

手当の減額であります。 

２７節繰出金は国民健康保険特別会計職員５名、介護保険特別会計職員５名の期末手当の

減額であります。 

３款２項４目 児童福祉施設費の２２万５千円の減は職員１５名分の期末手当の減額であ

ります。 

４款１項１目 保健衛生総務費の５万５千円の減は職員９名分の期末手当の減額でありま

す。 

５ページをご覧ください。 

６款１項２目 農業総務費の１５万５千円の減は職員１１名分の期末手当の減額でありま

す。 
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５目農地費の４万７千円の減は農地係職員２名と農業集落排水事業特別会計職員１名の期

末手当の減額であります。 

７款１項１目 商工総務費の８万９千円の減は職員５名分の期末手当の減額であります。 

８款１項１目 土木総務費の８万４千円の減は職員５名分の期末手当の減額であります。 

６ページをご覧ください。 

８款４項１目 都市計画総務費の７万５千円の減は職員４名分の期末手当の減額でありま

す。２目土地区画整理費の２万８千円の減は坂下東第一土地区画整理事業特別会計職員１

名の期末手当の減額によるものです。４目下水道費の４万円の減は下水道事業特別会計職

員２名の期末手当の減額によるものです。 

１０款１項２目 事務局費の１１万円の減は職員６名の期末手当の減額であります。３目

子ども支援費の１４万１千円の減は職員８名の期末手当の減額であります。 

７ページをご覧ください。 

１０款４項１目 幼稚園費の３３万円の減は職員１９名の期末手当の減額であります。 

１０款５項１目 社会教育総務費の１１万６千円の減は職員７名の期末手当の減額であり

ます。 

１０款６項１目 保健体育総務費の２万２千円の減は職員１名の期末手当の減額でありま

す。 

８ページをご覧ください。 

１０款６項２目 学校給食費の５万４千円の減は職員３名の期末手当の減額であります。 

１３款１項１目 予備費 １４万６千円の増は、歳出額の調整による増額となります。な

お、予備費の総額は７，５７８万３千円となります。 

以上、説明といたします。 

 

◎議長（水野孝一君） 

  次に、議案第９２号及び議案第９３号について説明願います。 

 

◎生活課長（村山隆之君） 

  議長、生活課長。 

 

◎議長（水野孝一君） 

  村山生活課長。 

 

◎生活課長（村山隆之君） 

  議案第９２号 令和２年度会津坂下町国民健康保険特別会計補正予算(第３号)について、

ご説明申し上げます。 

令和２年度 会津坂下町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるとこ

ろに よりたいとするものです。  

第１条は、歳入歳出予算の補正であり、既存予算の総額から、歳入歳出それぞれ１６万

５千円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１８億９，９４５万５千円に

したいとするものです。 

第２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額 並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第 1表 歳入歳出予算補正」によりたいとするものです。 

 今回の補正予算は、福島県人事委員会勧告に伴う予算を歳入歳出それぞれに、計上いたし
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ました。 

  詳細を事項別明細書によりご説明申しあげます。 

 １ページをお開き下さい。１の総括の説明になります。 

 先ず、歳入です. 

６款 繰入金 １６万５千円の減です。 

次に歳出ですが、２ページになります。 

１款 総務費 １６万５千円の減、財源内訳では、一般財源１６万５千円の減となります。 

  ３ページをご覧ください。詳細の説明となります。 

 ２の歳入であります。 

６款１項１目 一般会計繰入金 ２節 職員給与費等繰入金１６万５千円の減は、福島県

人事委員会勧告に伴う人件費に係る一般会計繰入金分です。 

４ページをご覧ください。３の歳出です。 

１巻１項１目３節 職員手当等 ８万円の減、４節 共済費 ８万５千円の減は、福島県人事

委員会勧告に伴う減分です。以上、説明とさせていただきます。 

 

 続きまして、議案第９３号 令和２年度会津坂下町介護保険特別会計補正予算(第３号)

について、ご説明申し上げます。  

令和２年度 会津坂下町介護保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところに よ

りたいというものです。  

第１条は、歳入歳出予算の補正であり、既存予算の総額から、歳入歳出それぞれ１５万

円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ、２３億１，６９３万３千円にし

たいとするものであります。 

第２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額 並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第 1表 歳入歳出予算補正」によりたいとするものです。 

 今回の補正予算は、福島県人事委員会勧告に伴う予算を歳入歳出それぞれに、計上いた

しました。 

 詳細を事項別明細書によりご説明申しあげます。 

 １ページをお開き下さい。１の総括の説明になります。 

 先ず、歳入です。７款 繰入金１５万円の減です。 

次に歳出ですが、２ページになります。 

１款 総務費 ⑮万円の減、財源内訳では、一般財源１５万円の減となります。 

 ３ページをご覧ください。詳細の説明となります。２の歳入であります。 

７款１項４目 その他一般会計繰入金 １節 職員給与費等繰入金１５万円の減は、福島

県人事委員会勧告に伴う人件費に係る一般会計繰入金分です。 

４ページをご覧ください。３の歳出です。 

１款１項１目３節 職員手当等 ８万２千円の減、４節 共済費 ６万８千円の減は、福島県

人事委員会勧告に伴う減分です。 

 説明は以上です。 

 

◎議長（水野孝一君） 

  次に、議案第９４号から議案第９７号について説明願います。 

 

◎建設課長（板橋正良君） 
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  議長、建設課長。 

 

◎議長（水野孝一君） 

  板橋建設課長。 

 

◎建設課長（板橋正良君） 

  議案第９４号 令和２年度会津坂下町下水道事業特別会計補正予算（第３号）について

ご説明申し上げます。 

  令和２年度会津坂下町の下水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところ

によりたいとするものであります。 

  第１条は、歳入歳出予算の補正でありまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

４万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億７，６６１万円としたいと

いうものであります。 

第２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によりたいというものであります。 

  今回の補正は、福島県人事委員会勧告を受けて「職員の給与に関する条例」の一部が改

正されたことに伴う補正であります。 

  １ページをお開きください。「第１表 歳入歳出予算補正」であります。詳細につきまし

ては、事項別明細書によりご説明を申し上げます。 

事項別明細書の１ページをお開きください。 

１「総括」、歳入であります。 

５款「繰入金」を 4万円減額し、補正後の歳入合計は、５億７，６６１万円となります。 

２ページをお開きください。歳出であります。 

１款「下水道事業費」を 4 万円減額し、補正後の歳出合計は、５億７，６６１万円となり

ます。財源につきましては、一般財源が 4万円の減であります。 

３ページをお開きください。 

 歳入であります。５款１項１目「一般会計繰入金」を 4 万円減額したいというものであり

ます。歳入歳出における事業費の減によるものであります。 

  ４ページをお開きください。歳出であります。 

 １款３項１目「建設費」を４万円減額したいというものであります。内訳としまして、３

節「職員手当等」4万円の減でありまして、「職員の給与に関する条例」の一部改正に伴う

補正であります。 

以上、説明とさせていただきます。 

 

続きまして、議案第９５号「令和２年度会津坂下町坂下東第一地区土地区画整理事業特

別会計補正予算（第３号）」についてご説明申し上げます。 

 令和２年度会津坂下町の坂下東第一地区土地区画整理事業特別会計補正予算（第３号）

は、次に定めるところによりたいというものであります。 

 第１条は、歳入歳出予算の補正でありまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ２万８千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億２，４６６万７千円

としたいというものであります。 

 第２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によりたいというものであります。 
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 今回の補正は、福島県人事委員会勧告を受けて「職員の給与に関する条例」の一部が改

正されたことに伴う補正であります。 

 １ページをお開き下さい。第 1表「歳入歳出予算補正」であります。 

 詳細につきましては、事項別明細書によりご説明申し上げます。 

事項別明細書の１ページをお開きください。 

１「総括」、歳入であります。 

３款「繰入金」を２万８千円減額し、補正後の歳入合計は、２億２，４６６万７千円とな

ります。 

 ２ページをお開きください。歳出であります。 

 １款「事業費」を２万８千円減額し、補正後の歳出合計は、２億２，４６６万 7 千円と

なります。財源内訳につきましては、一般財源が２万８千円の減であります。 

 ３ページをお開き下さい。 

 ２「歳入」であります。 

 ３款１項１目「一般会計繰入金」を２万８千円減額したいというものであります。これ

は、歳入・歳出における事業費の減によるものであります。 

 ４ページをお開きください。歳出であります。 

１款１項１目「坂下東第一地区事業費」を２万８千円減額したいというものであります。

この内訳としまして、３節「職員手当等」１万３千円の減、並びに４節「共済費」１万５

千円の減でありまして、共に「職員の給与に関する条例」の一部改正に伴う補正でありま

す。 以上、説明とさせていただきます。 

 

続きまして、議案第９６号 令和２年度会津坂下町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第３号）についてご説明申し上げます。 

令和２年度会津坂下町の農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定める

ところによりたいとするものであります。 

第１条は、歳入歳出予算の補正でありまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１万３千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７，１５９万円としたいと

いうものであります。 

第２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によりたいというものであります。 

  今回の補正は、福島県人事委員会勧告を受けて「職員の給与に関する条例」の一部が

改正されたことに伴う補正であります。 

１ページをお開きください。「第１表 歳入歳出予算補正」であります。 

 詳細につきましては、事項別明細書によりご説明を申し上げます。 

 事項別明細書の１ページをお開きください。 

１「総括」、歳入であります。 

３款「繰入金」を 1万３千円減額し、補正後の歳入合計は、７，１５９万円となります。 

２ページをお開きください。歳出であります。 

１款「農業集落排水事業費」を１万３千円減額し、補正後の歳出合計は７，１５９万円

としたいというものであります。財源内訳は、一般財源が 

１万３千円の減となります。 

３ページをお開きください。歳入であります。 

３款１項１目「一般会計繰入金」を１万３千円減額したいというものであります。歳入
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歳出における事業費の減によるものであります。 

４ページをお開きください。歳出であります。 

１款２項１目「維持管理費」を１万３千円減額したいというものであります。内訳とし

ましては、３節「職員手当等」１万３千円の減でありまして、「職員の給与に関する条例」

の一部改正に伴う補正であります。以上、説明とさせていただきます。 

 

続きまして、議案第９７号 令和２年度会津坂下町水道事業会計補正予算（第２号）に

ついて、ご説明申し上げます。  

  第 1 条、令和 2 年度会津坂下町水道事業会計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ

ろによりたいというものであります。 

 第２条、令和２年度会津坂下町水道事業会計予算第３条に定めた収益的支出の予定額を、

次のとおり補正したいというものであります。 

第 1 款 水道事業費用では、既決予定額 ４億６，９０３万３千円に１７万５千円を減

額し、４億６，８８５万８千円にしたいというものであります。 

  次に、第３条、予算第５条に定めた職員給与費の既決予定額 ３，１６７万９千円に

１７万５千円を減額し、３，１５０万４千円に改めるものであります。 

今回の補正は、今年度の福島県人事委員会勧告を受けて「職員の給与に関する条例」の

一部改正がされたことに伴い、人件費の補正をするものであります。 

1ページをお開き下さい。実施計画であります。詳細につきましては、4ページからの

予算明細書でご説明申し上げます。 

２ページをお開き下さい。キャッシュフロー計算書であります。資金の増加額は、補

正前のマイナス３０７万４６２円に３６８万８，５３２円増額し、６１万８，０７０円

となり、資金期末残高は７億１，１５４万８，４７６円となります。 

次に３ぺージにつきましては、予定貸借対照表であり、表記のとおりであります。 

４ページをお開き下さい。予算明細書であります。 

 収益的支出１款１項４目「そう係費」を１７万５千円減額したいというものであります。

内訳としましては、２節「手当等」７万５千円の減、５節「法定福利費」８万１千円の

減、６節「省与引当金繰入額」１万９千円の減でありまして、共に職員の給与に関する

条例の一部改正に伴う補正であります。 

５ページをお開き下さい。実施計画説明資料及び損益勘定留保資金説明資料でありま

す。 

（１）収益的収支（損益勘定）でありますが、「収益的収入」５億３，４１０万５千円、

「収益的支出」４億６，８８５万８千円、「税込当期純利益」６，５２４万７千円となり、

ここから、「消費税及び地方消費税資本的収支調整額」９３２万２千円、「貯蔵品に係る

仮払消費税及び地方消費税」１万４千円を差し引き、「税抜当期純利益」は、５，５９１

万１千円となるところであります。補てん財源の明細は、下段補てん財源明細書のとお

りであります。以上、説明とさせていただきます。 

 

◎議長（水野孝一君） 

以上をもって、議案の説明を終わります。 

質疑・討論・採決は１件ごとに行います。 
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◎議案第９０号の質疑・討論・採決 

 

◎議長（水野孝一君） 

  まず、議案第９０号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」に対する質疑に

入ります。質疑はありませんか。 

 

◎議長（水野孝一君） 

  質疑もないようであります。これをもって、質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 

◎５番（横山智代君） 

  議長、５番。 

 

◎議長（水野孝一君） 

  ５番、横山智代君。 

 

◎５番（横山智代君） 

  私は、この議案第９０号の職員の期末手当の減額に対して反対の討論をさせていただき

ます。今回のこのコロナ禍のもとでも職員、本当にみなさん良く頑張っていらっしゃると

思います。額の多い少ないの問題ではなくて、やはり職員の立場を守る観点から、私は、

この議案に反対します。 

 

◎議長（水野孝一君） 

  他に討論はありませんか。 

討論もつきたようであります。これをもって討論を終結いたします。 

これより、議案第９０号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」を採決いた

します。この採決は挙手をもって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸

君の挙手を求めます。 

 

（多数挙手） 

◎議長（水野孝一君） 

  挙手多数であります。 

  よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

◎議案第９１号の質疑・討論・採決 

 

◎議長（水野孝一君） 

  次に、議案第９１号「令和２年度会津坂下町一般会計補正予算（第８号）」に対する質疑

に入ります。質疑はありませんか。 

 

◎議長（水野孝一君） 

  質疑もないようであります。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論はありませんか。 
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◎議長（水野孝一君） 

討論もないようであります。これをもって討論を終結いたします。 

これより、議案第９１号「令和２年度会津坂下町一般会計補正予算（第８号）」を採決い

たします。この採決は挙手をもって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の

諸君の挙手を求めます。 

 

（多数挙手） 

 

◎議長（水野孝一君） 

  挙手多数であります。 

  よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

◎議案第９２号の質疑・討論・採決 

 

◎議長（水野孝一君） 

  次に、議案第９２号「令和２年度会津坂下町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）」

に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 

◎議長（水野孝一君） 

  質疑もないようであります。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 

◎議長（水野孝一君） 

討論もないようであります。これをもって討論を終結いたします。 

これより、議案第９２号「令和２年度会津坂下町国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）」を採決いたします。この採決は挙手をもって行います。本案は原案のとおり決定する

ことに賛成の諸君の挙手を求めます。 

 

（多数挙手） 

 

◎議長（水野孝一君） 

  挙手多数であります。 

  よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

◎議案第９３号の質疑・討論・採決 

 

◎議長（水野孝一君） 

  まず、議案第９３号「令和２年度会津坂下町介護保険特別会計補正予算（第３号）」に対

する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 

◎議長（水野孝一君） 

  質疑もないようであります。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論はありませんか。 
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◎議長（水野孝一君） 

討論もないようであります。これをもって討論を終結いたします。 

これより、議案第９３号「令和２年度会津坂下町介護保険特別会計補正予算（第３号）」

を採決いたします。この採決は挙手をもって行います。本案は原案のとおり決定すること

に賛成諸君の挙手を求めます。 

 

（多数挙手） 

 

◎議長（水野孝一君） 

  挙手多数であります。 

  よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

◎議案第９４号の質疑・討論・採決 

 

◎議長（水野孝一君） 

  次に、議案第９４号「令和２年度会津坂下町下水道事業特別会計補正予算（第３号）」に

対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 

◎７番（小畑博司君） 

  議長、７番。 

 

◎議長（水野孝一君） 

  ７番、小畑博司君。 

 

◎７番（小畑博司君） 

  ちょっと分からないので教えていただきたいんですが、４ページ歳出で、期末手当４万

円の減額ということですけれども、共済の関係がないので、共済に係る人ではないという

ことで理解してよろしいんでしょうか。 

 

◎総務課長（大島光昭君） 

  議長、総務課長。 

 

◎議長（水野孝一君） 

  大島総務課長。 

 

◎総務課長（大島光昭君） 

  人件費の人数の少ない部分については、一般会計の方の共済費の方から出しているとこ

ろがありますので、その辺で調整しているので、今回はこちらの方には上がっていないと

いうことになりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

◎議長（水野孝一君） 

  他に質疑はありませんか。 

質疑もつきたようであります。これをもって質疑を終結いたします。 
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  これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 

◎議長（水野孝一君） 

討論もないようであります。これをもって討論を終結いたします。 

これより、議案第９４号「令和２年度会津坂下町下水道事業特別会計補正予算（第３号）」

を採決いたします。この採決は挙手をもって行います。本案は原案のとおり決定すること

に賛成の諸君の挙手を求めます。 

 

（多数挙手） 

 

◎議長（水野孝一君） 

  挙手多数であります。 

  よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

◎議案第９５号の質疑・討論・採決 

 

◎議長（水野孝一君） 

  次に、議案第９５号「令和２年度会津坂下町坂下東第一地区土地区画整理事業特別会計

補正予算（第３号）」に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 

◎議長（水野孝一君） 

  質疑もないようであります。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 

◎議長（水野孝一君） 

討論もないようであります。これをもって討論を終結いたします。 

これより、議案第９５号「令和２年度会津坂下町坂下東第一地区土地区画整理事業特別

会計補正予算（第３号）」を採決いたします。この採決は挙手をもって行います。本案は原

案のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

 

（多数挙手） 

 

◎議案第９６号の質疑・討論・採決 

 

◎議長（水野孝一君） 

  まず、議案第９６号「令和２年度会津坂下町農業集落排水事業特別会計補正予算（第３

号）」に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 

◎９番（山口享君） 

  議長、９番。 

 

◎議長（水野孝一君） 

  ９番、山口享君。 
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◎９番（山口享君） 

  先ほど同僚議員から質問があったことと同じことなんですけども、ここも共済費はゼロ

となっています。しかしながら、坂下東第一の方では１名しかいないけれども、ここは共

済費が上がっていると。先ほど総務課長が人数が少ないから総務費の中に一緒に入れたん

だよという論理はちょっとおかしいような気がするんですが、いかがでしょうか。 

 

◎総務課長（大島光昭君） 

  議長、総務課長。 

 

◎議長（水野孝一君） 

  大島総務課長。 

 

◎総務課長（大島光昭君） 

  人数の、いわゆる一般会計で持つ部分というのがありますので、その中で、今までずっ

と置いてきたのはずっと入っているという経過もあるんですが、人数の少ない部分の共済

費については、どっちみち一般会計からの繰り入れなければならないというところがあり

ますので、一般会計でもっているということですので、一般会計にある部分もまだ残って

いるというのもあります。ただ、どちらかにやっぱり統一すべきだと山口議員おっしゃら

れるように、その辺は整理していきたいと思います。 

 

◎議長（水野孝一君） 

  他に質疑はありませんか。 

質疑もつきたようであります。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 

◎議長（水野孝一君） 

討論もないようであります。これをもって討論を終結いたします。 

これより、議案第９６号「令和２年度会津坂下町農業集落排水事業特別会計補正予算（第

３号）」を採決いたします。この採決は挙手をもって行います。本案は原案のとおり決定す

ることに賛成諸君の挙手を求めます。 

 

（多数挙手） 

 

◎議長（水野孝一君） 

  挙手多数であります。 

  よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

◎議案第９７号の質疑・討論・採決 

 

◎議長（水野孝一君） 

  次に、議案第９７号「令和２年度会津坂下町水道事業特別会計補正予算（第２号）」に対

する質疑に入ります。質疑はありませんか。 
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◎４番（赤城大地君） 

  議長、４番。 

 

◎議長（水野孝一君） 

  ４４番、赤城大地君。 

 

◎４番（赤城大地君） 

  今ほど来でてるところかもしれないんですが、４ページの賞与引当金繰入額についてご

説明いただきたいと思います。 

 

◎建設課長（板橋正良君） 

  議長、建設課長。 

 

◎議長（水野孝一君） 

  板橋建設課長。 

 

◎建設課長（板橋正良君） 

  この分につきましては、事前に賞与積立金という部分で、年度末に積み立てておくよう

な形になっていまして、退職の部分でその手当を相殺させて支出させていただいていると

いう部分でございます。今回の積み立ての部分につきましても、年度末に実際的には振り

替える形にはなるんですが、積み立てておくというか、将来的な支出を先行して積み立て

ておくという部分ですが、今回の改定に伴いまして、減額されたことに伴ない、今回も減

額させていただくというふうな部分でございます。 

 

◎議員（赤城大地君） 

  議長、４番。 

 

◎議長（水野孝一君） 

  赤城大地君。 

 

◎議員（赤城大地君） 

  条例の改正が期末手当となっているんですけれども、引当金について減額しているとい

うことについての認識はどのようになっているのか、おただしいたします。条例の改正は

期末手当の改正で、それが、今回、引当金の繰入額についても減額しているということに

ついて、問題ないのかということです。 

 

◎建設課長（板橋正良君） 

  議長、建設課長。 

 

◎議長（水野孝一君） 

  板橋建設課長。 
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◎建設課長（板橋正良君） 

  総合的に手当ての部分も含めて賞与引当金という部分を積み立てていくような形になり

ますので、基本給と期末手当、年額での捉え方という形での引当金の充当という形になり

ますので、今回の期末手当の部分につきましても、相当額程度、引当てを減額させていた

だくという部分でございます。 

 

◎議長（水野孝一君） 

  他に質疑はありませんか。 

質疑もつきたようであります。これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論はありませんか。 

 

◎議長（水野孝一君） 

討論もないようであります。これをもって討論を終結いたします。 

これより、議案第９７号「令和２年度会津坂下町水道事業会計補正予算（第２号）」を採

決いたします。この採決は挙手をもって行います。本案は原案のとおり決定することに賛

成の諸君の挙手を求めます。 

 

（多数挙手） 

 

◎議長（水野孝一君） 

  挙手多数であります。 

  よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

◎閉会の宣言 

 

◎議長（水野孝一君） 

  以上をもって、本臨時会に付された案件の審議は全部終了いたしました。 

これをもって令和２年第６回会津坂下町議会臨時会を閉会いたします。 

  ご苦労様でした。 

  なお、１１時より議会全員協議会を開催しますので、大会議室にご参集願います。 

 

（閉会 午前１０時４７分） 

 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

 

令和２年１１月２７日 

 

 

会津坂下町議会議長 
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同   議員 

 

 

    同   議員 


